
《新規加入（４月１日加入）方法》

■入会申込書兼保険加入依頼書を記入・送付

　「2026年度版加入依頼書」に必要事項をご記入・金融機関のお届印をご捺印の上、

　を事務局までご送付ください。

■送付先：栃木県生活サポート協会（事務局）まで　

■締切日：2026年3月１3日（金）必着　＜期限厳守＞ ※締切後は中途加入手続き扱いとなります

《加入および記入上の留意点》

■【加入依頼書】必ず2026年度版の加入依頼書にご記入ください（用紙左下に2026の印字あり）

■【保護者（加入依頼者）】

　　栃木県在住または栃木県内の施設利用の知的障がい児者、発達障がい児者の保護者が対象

　　障がい者本人（被保険者）を加入依頼者とすることは出来ません

　　 ※加入依頼者が親族又は成年後見人以外（本人利用施設管理者等)の場合、補償の一部が対象外となります

　　 ※法人後見人など法人加入の場合は、ご捺印が必須となりますのでご注意ください

　 　※成年後見人・本人利用施設管理者等を含む代理人が加入依頼者の場合、記入方法や提出書類のご案内が

　　　 ございますので必ず事務局までご連絡ください

■【所属欄】

　　登録施設一覧表を参照し、ご記入ください

■【プラン選択】5種のプランのいずれか1つを必ずご選択ください

　　▼補償プランA／年間掛金２４，２７０円　 ▼補償プランD／１９，６１０円

　　▼補償プランB／年間掛金３０，１７０円 ▼補償プランE／１３，２３０円

　　▼補償プランC／年間掛金２６，９６０円

■【加入者証（保険証券）】

　　5月上旬にＡＩG損害保険株式会社よりご登録のご住所へ発送します

■【年間掛金】

　　5月12日（金融機関が休日の場合は翌営業日）に口座振替となりますので、入会申込書兼

　  保険加入依頼書の金融機関欄にご記入・ご捺印ください(口座登録不可の場合、別途ご案内をいたします）

■【訂正方法】

　　必ず2重線で取り消し、訂正印を押してご修正ください（修正液不可）

■【加入条件】

　　2026年4月1日時点で満65歳以上（昭和36年4月1日以前に生まれた方）の場合、Bプランには

　　ご加入いただけません。詳しくはパンフレット２・5ページをご覧ください。

5月以降の中途加入手続きについては、裏面をご覧ください

ご不明な点がありましたら、お気軽に事務局までお問合せください

栃木県生活サポート協会　(事務局）
　　〒320-8508

　　栃木県宇都宮市若草1-10-6　とちぎ福祉プラザ内

 　  TEL：028-612-1901

　　FAX：028-612-1902　

　　＜受付時間＞午前９時30分～午後４時

　　※土日祝日・年末年始を除く

　　※栃木県障害施設・事業協会ホームページにて、休業日や
　　　各種保険のご案内をご覧いただけます

【　生活サポート総合補償制度　】

2026年度　4月加入手続きについて



１．入会申込書兼保険加入依頼書を記入・送付
　「2026年度版加入依頼書」に必要事項をご記入・金融機関のお届印をご捺印の上、

　事務局までご送付ください

２．掛金の振込　※口座からの掛金振替は次年度より処理。初年度は必ず掛金の振込が必要です。

　初年度の掛金を以下掛金表にて確認し、当会ゆうちょ銀行口座へお振込みください。振込は、窓口備え付け

　の振込用紙に必要事項を記入しお振込みください。（振込には別途手数料がかかります）

■締切日　加入依頼書の送付・掛金振込…両方を加入希望月の前月20日までにお手続きください

　締切後の書類のご到着やご入金となった場合は、翌々月からの加入扱い（差額分はご返金）となります

■加入日　　締切日の翌月の１日

■補償期間　加入日（毎月１日）～2027年4月1日午後４時

■待機期間　ご病気による入院については30日間の待機期間が設定されます

■【加入依頼書】必ず2026年度版の加入依頼書にご記入ください（用紙左下に2026の印字あり）

■【保護者（加入依頼者）】
　　栃木県在住または栃木県内の施設利用の知的障がい児者、発達障がい児者の保護者が対象

　　障がい者本人（被保険者）を加入依頼者とすることは出来ません

　※親族又は成年後見人以外（本人利用施設管理者等）の契約の場合、補償の一部が対象外となります

　※法人後見人など法人加入の場合は、ご捺印が必須となりますのでご注意ください

   ※成年後見人・本人利用施設管理者等を含む代理人が加入依頼者の場合、記入方法や提出書類のご案内が

　　ございますので必ず協会までご連絡ください

■【所属欄】登録施設一覧表を参照し、ご記入ください

■【プラン選択】5種のﾌﾟﾗﾝのいずれか1つを必ずご選択いただき、加入依頼書の希望加入日

　　（5月1日～2月1日まで）に○印をお付けください

■【訂正方法】2重線で取り消し、訂正印を押してご修正ください（修正液不可）

■【加入条件】
　　2026年4月1日時点で満65歳以上（昭和36年4月1日以前に生まれた方）の場合、Bプランには

　　ご加入いただけません。詳しくはパンフレット２・５ページをご覧ください。

5月1日

6月1日

7月1日

8月1日

9月1日

10月1日

11月1日

12月1日

1月1日

2月1日

事務局までお気軽にお問合せください

【掛金振込口座（ゆうちょ銀行）】 栃木県生活サポート協会（事務局）

★口座番号：００１００－８－２７０１５   〒320-8508

★口座名義：栃木県生活サポート協会   栃木県宇都宮市若草1-10-6　とちぎ福祉プラザ内

※他行からの振込の場合、口座番号が異なります 　TEL:028-612-1901

　のでお問い合わせください    FAX:028-612-1902 

　（受付時間)午前9時30分～午後4時　土日祝日・特定日除く

※加入日が３月１日の設定はありません ※栃木県障害施設・事業協会ホームページにて、休業日や

※保険料は過去の実績等をもとに加入者10,000名 　各種保険のご案内をご覧いただけます

　以上の場合の多数割引を適用したものです

６，４１０円 ７，８５０円 ７，１１０円 ５，３００円 ３，７９０円

４，４８０円 ５，４３０円 ４，９４０円 ３，７５０円 ２，７２０円

１０，２５０円 １２，６４０円 １１，４２０円 ８，４００円 ５，８８０円

８，３２０円 １０，２４０円 ９，２６０円 ６，８５０円 ４，８３０円

１４，１００円 １７，４３０円 １５，７３０円 １１，５３０円 ７，９９０円

１２，１８０円 １５，０５０円 １３，５８０円 ９，９８０円 ６，９３０円

１７，９４０円 ２２，２５０円 ２０，０５０円 １４，６３０円 １０，０８０円

１６，０１０円 １９，８３０円 １７，８９０円 １３，０７０円 ９，０３０円

２１，７７０円 ２７，０４０円 ２４，３５０円 １７，７３０円 １２，１７０円

１９，８８０円 ２４，６６０円 ２２，２２０円 １６，２１０円 １１，１４０円

《加入および記入上の留意点》

加入日
掛金表　※掛金には保険料と会費（制度運営費）が含まれています。

補償プランA 補償プランB 補償プランC 補償プランD 補償プランE

《補償について》

【　生活サポート総合補償制度　】

2026年度　中途加入手続きについて
《中途加入（５月１日以降に加入）方法》



施設名は、以下の⿊枠内名称より選択しご記⼊ください。（記⼊箇所 新規…⾒本④、変更…⾒本⑨枠内）

No. 記入施設名 No. 記入施設名
1 足利中央特別支援学校 44 栃木特別支援学校
2 足利むつみ会 45 栃の葉荘
3 あゆみ園 46 とちのみ会こなかの森保護者会
4 和泉 47 とちのみ学園
5 泉が丘ふれあいプラザ 48 富屋特別支援学校
6 一桃舎 49 富屋特別支援学校鹿沼分校
7 いぶき 50 ドリームセンター一条
8 今市特別支援学校 51 どんぐり
9 宇都宮市知的障害者育成会 52 那須共育学園
10 宇都宮市知的障害者育成会（大曽作業所） 53 那須特別支援学校
11 宇都宮市知的障害者育成会（第⼆⼾祭作業所） 54 日光市手をつなぐ育成会
12 宇都宮市知的障害者育成会（⼾祭作業所） 55 日本ダウン症協会栃木支部
13 宇都宮市知的障害者育成会（みなみ作業所） 56 ハート飛山 
14 エルムの園 57 パステル保護者会
15 エルム福祉会 58 花見ヶ岡学園
16 大和久福祉会 59 ビ・ブライト
17 小俣宿 60 hikari no café 蜂巣小珈琲店
18 小山市手をつなぐ育成会 61 ひばり
19 かしわ荘 62 ひばり野学園保護者会
20 鹿沼市やまびこ荘 63 福祉ネットやわらぎ
21 希望の家 64 ふれあい
22 共生の丘 65 フロム浅沼保護者会
23 きよはら荘 66 マ・メゾン光星
24 グーフォ・かわち 67 益子特別支援学校
25 光輝舎 68 真純乃園
26 工房つばさ 69 まなび    
27 国分寺学園 70 美里学園
28 国分寺特別支援学校 71 みずほ福祉支援センター
29 心の里 72 緑ヶ丘育成園
30 こころみ学園 73 南那須特別支援学校
31 サポートセンターとみや 74 真岡ハートヒルズ
32 しのいの郷 75 やまゆり学園
33 すぎなみき会 76 やまゆりの里
34 すぎのこ会 77 ゆーあい工房保護者会
35 すぎの芽学園 78 夢の森福祉会
36 生活支援センターぷらねっと 79 より道
37 せせらぎ会 80 ライキ園保護者会
38 SELPみなと 81 らふ    
39 善隣学園 82 ワークス共育
40 太陽の里保護者会 83 若葉園親の会
41 たかはら学園
42 デイセンターすぎの芽保護者会 ★ 栃木県生活サポート協会
43 栃木県手をつなぐ育成会

※記載のない法人・事業所及び在宅の方は、★の「栃木県生活サポート協会」と記入。
※施設・栃木県生活サポート協会どちらでも契約の補償内容には一切差し支えございません。
※上記の名称以外で記入があった際は、該当する表記に協会にて変更します。
※支部所属の変更があった場合は変更用紙による申請が必要となりますので協会までご連絡ください。

加入依頼書・変更依頼書への登録施設名表記 一覧表     2026年1月1日現在



 

栃木県生活サポート協会 

         (株)ジェイアイシー 

 

 

★受け入れ先企業(施設)から保険加入の勧め★ 

◇ 一般就労先・実習先・施設外支援・施設外就労・施設内就労… 

受け入れ先企業からは「何かあった時の補償」として個人保険の加入を 

強く求められております。 

☞病気入院・ケガ入通院の他、個人賠償、自転車保険特約まで幅広く対応 

◇ 個人賠償責任補償は日常生活中の事故のみが補償対象です 

☞C プラン 仕事・実習中事故対応の職業従事中事故対応費用補償付き！ 
 

★使用者による障害者虐待の状況★ 

2023 年  1,854 件 (通報・届出の対象者数) 

障害種別：知的障害 514 件、身体障害 369 件、発達障害 168 件 他 

虐待種別：経済的虐待 1004 件、心理的虐待 811 件、身体的虐待 369 件 他 

※ 厚生労働省「令和 5 年度使用者による障害者虐待の状況等」より 

☞被害事故への弁護士費用等補償が大きなお守りに！(B・C プラン対応)   

  

★補償制度対応事例★ 

◇職業従事中事故対応 

  思い通りにならず勤務中に会社ノート PC の上蓋を強く閉め、液晶画面を破損させてしまっ 

た。修理額は２０万円相当。  

お支払保険金１0 万円（1 事故あたりの限度額） 

◇弁護士費用補償事例 

  近所の人に定期的に嫌がらせや時々暴力を受けており、複数回弁護士に相談した。（虐待） 

1 事故あたりのお支払限度額５万円（法律相談費用として 1 回 1 万円限度） 

現在、A・B・D・Eプランに加入の方で次年度 Cプランに変更希望の方… 

毎年 2 月頃に郵送される「継続のご案内」の「返信ハガキ」に「C プラン変更」と記入し、

事務局へお出しください。次年度より新プランの補償となります。 

就労される方へ 

下記の補償がすべて対応可能な C プランをおすすめします 


